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最新の法改正に対応！ 

●<大改正>中華人民共和国民法典の施行（令和3年1月1日施行）に対応。 

●家事事件手続法改正（平成30年法律第20号）による国際的裁判管轄の規定・外

国裁判所の家事事件確定裁判の承認に関する規定の新設に対応。 

Ｑ：日本人と外国人との養子縁組が、外国では有効に成立したものとされる場合に、日本では無効

とされることがありますか。 

Ｑ：在外の日本人夫婦が、外国の裁判所において外国人の子を養子とする縁組の決定がなされ、そ

の養子決定を証する書面を添付して届出があった場合、どのように処理することになります

か。 

Ｑ：外国の裁判所において外国人の養子となる日本人がその実方の血族との親族関係が終了する

旨の養子決定がなされ、同決定が確定したとして、決定謄本と確定証明書を添付して届出が

あった場合、どのように処理することになりますか。 

Ｑ：アメリカ人夫と日本人妻が、日本人女の嫡出でない子（既にほかのアメリカ人夫婦の養子と

なっている）を養子とする縁組につき、同国カリフォルニア州上級裁判所の決定に基づいて養

子縁組成立の旨の報告的届出があった場合、どのように処理することになりますか。 

Ｑ：フィリピン人女と婚姻をした日本人男が、フィリピンの裁判所において妻の嫡出でない子を養

子とする養子決定をした裁判書を添付してその報告的届出があった場合、受理できますか。 

など実務上のよくある疑問に答える118問を収録！ 

渉外的身分変動における法の適用について、現行実務の解釈がわかる! 
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